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令和５年度定期監査の結果について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第４項の規定に基づき、令和５年

度の定期監査を実施したので、その結果を同条第９項の規定により、その結果を次のと

おり報告する。 

なお、本監査は長柄町監査基準（令和２年公告第１号）に準拠して実施し

ました。  

 

記 

 

１ 監査の種類 

  地方自治法第１９９条第４項による監査 

 

２ 監査の対象 

   町長事務部局、議会事務部局、教育委員会事務部局、選挙管理委員会事務部局、

農業委員会事務部局の財務に関する事務の執行状況 

 

３ 監査実施期間及び場所 

   令和６年１月２９日、３０日、３１日 ３日間 

長柄町役場 ３階 協議会室  

 



４ 監査の着眼点（評価項目） 

（１） 各所管の財務に関する事務事業が適正かつ効率的、経済的に執行されている 

か。 

（２） 住民の福祉増進に努め最小の経費で最大の効果を上げる事務の合理化に努め

ているか。 

（３） 過年度の定期監査等における打ち合わせ事項について改善がなされているか。 

 

（４）委託契約事務の執行が適切に行われているか。 

 

５ 監査の実施内容及び結果 

   各所管から提出された監査資料、関係諸帳簿を基に関係職員から事情を聴取する

等の方法により監査を実施した結果、各部局の予算に係る財務に関する事務は、法

令に適合し、適正に執行されているものと認められた。また、その他の事務や執行

管理についても適正に執行されていると認められるが、一部で過去の事例の踏襲の

みで事務処理をしている事案があると見受けられ、手続の見直しや執行管理を適正

に行う必要性があると思われた。 

   なお、本町では様々施策により少子高齢化、人口減少対策等を実施している。ま

た、地球温暖化による自然災害も多くなっている現状もある中で、住民を災害から

守り、長柄町の恵まれた自然を生かした視点も必要と思われる。こうした点を踏ま

え以下の項目について継続的な推進を図るよう努められたい。 

 

（１）安全安心で持続可能なまちづくりの推進 

 

（２）自然を生かした魅力あるまちづくりの推進 

 

（３）人口減少対策として企業誘致・移住定住の促進 

  

（４）町民目線に立った事務の執行 

 

   


